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事業所の名称 トーヨーカネツ株式会社
派遣事業許可番号 派13-315154
事業所の所在地 〒136-8666 東京都江東区南砂２－１１－１

労働者派遣事業の状況について
対象期間 : 2024年4月1日 から 2025年3月31日まで

1 派遣労働者の数
2025年6月1日付派遣労働者数（人） 1

2 労働者派遣の役務の提供を受けた者の数
2024年度派遣先事業所数（実数） 1

3 派遣料金・派遣労働者の賃金に関する事項（2024年度）
労働者派遣に関する１日８時間あたりの料金平均額（円） 47,200
派遣労働者の賃金の額の１日８時間あたりの平均額（円） 17,471
マージン率（％） 63.0

4 派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別
労使協定を締結していない

5 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
対象となる派遣労働者 雇入時・派遣中
訓練方法 OFF-JT
訓練費用負担額 無償
賃金支給 有給

【キャリア・コンサルティング相談窓口、連絡先】
HR企画部 03-5857-3101

 労働者派遣事業に係わる情報公開

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第23条第５項の規定に従い、
下記事業所における労働者派遣事業に係る情報をお知らせします

☆給与以外の額は、社会・労働保険料、福利厚生・教育研修・サポート、事業運営等の費用で構成されて
おります。


